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報告第１号

屋外広告物について

資料２

http://www.moriya.intra/intra/ci/ci-data10.htm


屋外広告物の定義

常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に
表示されるもの
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守谷市屋外広告物条例

屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する
物件の設置について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは
風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。（第１条）

１．屋外広告物とは

市では、守谷市屋外広告物条例を策定し、良好な景観
の維持を図っています。
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２．過年度の許可状況
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新規 変更 更新 合計

令和5年度 24 43 68 135

令和6年度 21 33 99 153
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３．是正計画

令和６年度
④常磐道の西側

令和４年度
②常総線の北側かつ

TXの東側
中央・ひがし野

令和３年度
①常総線の南側かつ

TXの東側

令和５年度
③TXの西側から
常磐道の東側
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